
別記様式第三号（第四条第二項第六号から第八号まで関係） （Ａ４）

１　内部規則の整備状況
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（第一面）

家賃債務保証業に係る内部規則及び組織体制等について
　家賃債務保証業者登録規程第４条第２項第６号から第８号までに規定する書類については、下記の内容
であることに相違ありません。

記

（１）内部管理態勢に関する事項 内部規則等の該当条文（注）

内部監査部門等の機能が十分に発揮できる態勢が定められている。

反社会的勢力との関係を遮断し、断固としてこれらを排除していくことを
決定した基本方針を社内外に宣言するとともに、法令等遵守・リスク管理
事項として、反社会的勢力による被害の防止を明確に位置付けている。

（２）法令等遵守（コンプライアンス）に関する事項 内部規則等の該当条文（注）

法令等遵守の責任部署が明確化されている。

法令等遵守に係る基本的な方針が定められている。

具体的な実践計画（コンプライアンス・プログラム）が定められている。

行動規範（倫理規定、コンプライアンス・マニュアル等）が定められてい
る。

法令等遵守のための研修を実施している。

（３）反社会的勢力による被害の防止に関する事項 内部規則等の該当条文（注）

反社会的勢力への対応の責任部署が明確化されている。

反社会的勢力とは一切の関係をもたず、反社会的勢力であることを知らず
に関係を有してしまった場合には、相手方が反社会的勢力であると判明し
た時点で可能な限り速やかに関係を解消できるよう取組むことが定められ
ている。

反社会的勢力による不当要求が発生した場合の責任部署を整備し、反社会
的勢力による被害を防止するための一元的な管理態勢が定められている。

反社会的勢力による不当要求がなされた場合には、担当者や担当部署だけ
に任せることなく経営陣が適切に関与し、組織として対応することとして
いる。

（４）顧客情報管理態勢に関する事項 内部規則等の該当条文（注）

顧客に関する情報管理の責任部署が明確化されている。

法令及び業界団体の自主規制規則等を踏まえ、適切な顧客に関する情報管
理のための方法及び組織体制の確立等が具体的に定められている。

顧客に関する情報の取扱いについて、具体的な取扱いが定められている。

情報漏えい等が発生した場合は、その原因を分析し、再発防止に向けた対
策を講じることとしている。

役職員が内部規則等に基づき、苦情等への対応を適切に行うよう、研修等
により周知徹底を図っている。

行動規範（倫理規定、コンプライアンス・マニュアル等）が定められてい
る。

（５）相談及び苦情への対応態勢に関する事項 内部規則等の該当条文（注）

苦情対応の責任部署が明確化されている。

法令及び業界団体の自主規制規則等を踏まえ、苦情等に対し迅速・公平か
つ適切な対応・処理を可能とするよう、苦情等に係る担当部署、その責
任・権限及び苦情等処理手続が定められている。


